
青梅の森に関する優先交渉権を付与する企業等の選考基準

１ 選考方法

(1) 応募資格等の審査

青梅市ネーミングライツの付与に関する指針（以下「指針」という。）

第７項に規定する応募資格を満たしていることおよび募集要領に記載

する「愛称の条件」を満たしていることを確認する。応募資格等を満

たしていないと判断された場合は、失格とする。

(2) 総合評価

選考委員会の各委員は、応募資格等を満たしていると判断された応

募者を対象として、次項の審査項目にもとづき、次のとおり総合評価

を行うものとし、応募資格等を満たしている全ての応募者の順位を決

定する。

ア 応募者が１者のみの場合は、各委員の点数を合算し、配点合計の

６割以上の得点となった応募者を優先交渉権者とする。

イ 応募者が複数の場合は、各委員の点数を合算し、配点合計が６割

以上の得点となった応募者のうち、合計得点が最も高い者を優先交

渉権者とし、次に高い者を次点候補者とする。合算した得点が同点

の場合は、命名権料の点数が最も高い応募者を優先交渉権者として

選考する。

２ 審査項目、審査のポイントおよび配点等

審査項目 審査のポイント 配点等

資格要件
指針の応募資格の項目を誓約書にて確認

ネーミングライツ・パートナーとして適当か
適否

経営状況 財務状況による経営の安定性 15

企業理念 企業概要、社会貢献等の実績 15

愛称案

・市民に親しみやすく、わかりやすいものか

・「青梅の森」という名称が入っているか

・自然環境や活動状況を踏まえ、イメージに

沿った利用者が受け入れやすい名称となっ

ているか
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３ 得点のつけ方

得点表

命名権料

・年額１００万円以上（取引にかかる消費税

額および地方消費税額を含む。）か

・緑地保全活動（青梅の森での市民等を対象

としたイベント開催や展望台等の木製ベン

チ更新等）の提案でも可

・青梅の森事業計画に沿った提案となってい

るか
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合 計 点 数 100

評価 評価内容 得点率

Ａ 特に優れている 配点×1.0

Ｂ 優れている 配点×0.8

Ｃ 標準的である 配点×0.6

Ｄ やや劣る 配点×0.4

Ｅ 劣る 配点×0.2


